
令和６年度
（２０２４年）



月 日 曜

６ 木 朝の交通当番（年間登校日）

〃 〃 令和５年度入学式

１５ 土 第１回役員部⾧会

２２ 土 令和５年度父母教師会総会 【新旧役員協議会を総会に代えて実施】

１１ 木 岡崎市ＰＴＡ連絡協議会総会 

２０ 土 運動会

２７ 土 第１回資源回収（３年生・４年生保護者、６年１組児童） 

〃 〃 教育対話集会

１３ 火 愛知県小中学校ＰＴＡ連絡協議会総会 

１７ 土 第２回役員部⾧会

１８ 火 ＰＴＡ新聞 『やにし』 発行 （第２４８号）【ＨＰ掲載】

２２ 土 父母と教師のつどい

２８ 金 盆踊り練習

４ 金 盆踊り練習

１２ 土 学区盆踊り大会 (８月１２日・１３日)

８ 金 岡崎市ＰＴＡ連絡協議会交流会 

９ 土 敬老会

〃 〃 推薦委員会

１３ 水 人権教育指導者研修会

１６ 土 第３回役員部⾧会

第１号議案
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事  業  内  容

事 業 報 告
令和5年度
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月 日 曜

４ 水 小学校球技大会（１０月４日～６日）

１１２３ 木 第６０回造形おかざきっ子展 作品搬入・搬出（１６日）

１５ 土 第６０回造形おかざきっ子展 (１０月１４日・１５日)

２ 木 岡崎市ＰＴＡ連絡協議会研修会

１６ 木 就学時健康診断

３０ 木 校内マラソン大会

６ 水 第２回資源回収（１２月６日～８日）【校内リサイクル活動】

９ 土 第４回役員部⾧会

１８ 月 ＰＴＡ新聞 『やにし』 発行 （第２４９号）【ＨＰ掲載】

１９ 土 学年委員会選出 【紙面配付】

２７ 土 ＰＴＡ委員顔合わせ会 

３ 土 第５回役員部⾧会 

〃 〃 ＰＴＡ新・旧委員会

〃 〃 三河小中学校ＰＴＡ研究発表大会 【オンライン開催】

１７ 土 岡崎市ＰＴＡ連絡協議会会⾧会議

２ 土 第３回資源回収（１年生・２年生・５年生・６年生保護者、６年２組児童） 

〃 〃 ＰＴＡ反省会

３ 日 社会教育委員会グランドゴルフ大会 

１９ 火 ＰＴＡ新聞 『やにし』 発行 （第２５０号）【ＨＰ掲載】

１９ 火 第７７回卒業式

２３ 土 会計監査

第１号議案

１２

１

２

３

事  業  内  容

１０

１１
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１．企画運営部

月 日

８ １２ 学区盆踊り大会出店 (８月１２日・１３日) 

１０ １２ 第６０回造形おかざきっ子展 作品搬入（１２日）・搬出（１６日） 

２．生活補導部

月 日

４ ２２ 交通当番表作成（５月・７月・１２月・３月）

５ ２３ 学区内での危険に関するアンケート配布

３．緑化保体部

月 日

１１ ３０ 校内マラソン大会運営

４．環境整備部

月 日

５ ２７ 第１回資源回収（３年生・4年生保護者、６年１組児童） 

１２ ６ 第２回資源回収（１２月６日～８日）【校内リサイクル活動】

３ 2 第３回資源回収（１年生・２年生・５年生・６年生保護者、６年２組児童） 

５．広報部

月 日

７ １８ ＰＴＡ新聞 『やにし』 発行 （第２４８号）

１２ １８ ＰＴＡ新聞 『やにし』 発行 （第２４９号）

３ １９ ＰＴＡ新聞 『やにし』 発行 （第２５０号）

事 業 内 容

各 部 事 業 報 告
令和５年度

事 業 内 容

事 業 内 容

事 業 内 容

事 業 内 容
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　　　　　　　令和５年度　　　一般会計決算報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 １　収入の部
項　　　　目 決　算　額 備　　　考

前年度繰越金 1,253,355
会費（保護者・職員分） 1,231,125
総代会補助 180,000
その他 37,700 交通費補助（市小中体連、岡崎のハーモニー）等

利　　　息 10
合　　　計 2,702,190

２　支出の部
項　　　　目 決　算　額 備　　　考

運　　営 334,836
・会議費 92,410 役員会・委員会運営費

・旅費 20,500 研修会等参加旅費

・渉外費 42,841 渉外

・慶弔費 68,306 転退職員花束代、香典、供花等

・需用費 49,784 事務用品等

・負担費 60,995 市・ブロックＰＴＡ・PTA賠償責任保険

活　　動 29,500
・研修費 9,500 会員研修会参加費

・部費 20,000 各部運営費

助　　成 1,191,936
・教育活動奨励費 223,402 教育活動費・部活動諸費

・学校行事補助費 856,770 各種学校行事

・研究助成費 11,845 現職研修費

・環境整備費 99,919 植栽補助・環境整備

諸　　費 1,125 転出PTA会費3か月分返金

そ　の　他 0
次年度繰越金 1,144,793
合　　　計 2,702,190

上記のとおり、令和５年度ＰＴＡ一般会計の決算報告をいたします。
令和6年3月23日

　　　　　　　　　会　　計　　　中根　美保  ㊞　　   林　　尚子 ㊞

会計監査を行いました結果、収入・支出とも正確に記入され、適切に処理されて
いることを認めます。

令和6年3月23日 　　

　　　　　　　　　会計監査　　　笠原　教花  ㊞　 　　鈴木　由佳 ㊞

－４－

第２号議案



　　　　　　　令和５年度　　　特別会計決算報告
　１　収入の部

　　　項　　　　目 決　算　額 備　　　考

前年度繰越金 974,162

資源回収業者収益金 32,345 令和４年度３月、５月・１２月の３回分

資源回収市報奨金 129,785 令和４年度３月、５月・１２月の３回分

緑化販売収益金 0 中止

企画販売収益金 0 中止

ジュース販売収益金 0 中止

その他 0

利　息 10

　　　合　　　　計 1,136,302

　２　支出の部

　　　項　　　　目 決　算　額 備　　　考

学習環境費 76,500 学級の読み物

活動奨励費 0

需用費 74,844 資源回収飲料・お礼の品・委員用ビブス・誘導棒

予備費 100,000 平成１９年度より積立(100周年記念事業）

その他 0

次年度への繰越金 884,958

　　　合　　　　計 1,136,302

　　上記のとおり、令和５年度ＰＴＡ特別会計の決算報告をいたします。
令和6年3月23日

　　　　　　　　　会　　計　　　中根　美保  ㊞　　   林　　尚子 ㊞

　　会計監査を行いました結果、収入・支出とも正確に記入され、適切に処理されて

　　いることを認めます。

令和6年3月23日 　　

　　　　　　　　　会計監査　　　笠原　教花  ㊞　 　　鈴木　由佳 ㊞

　　　　　　　　　　

　令和５年度　　特別会計２決算報告（100周年記念事業積立）
　１　収入の部

　　　項　　　　目 決　算　額 備　　　考

前年度繰越金 2,345,771

本年度積立金 100,000 PTA特別会計より10万円　

利　息 19

　　　合　　　　計 2,445,790

　２　支出の部

　　　項　　　　目 決　算　額 備　　　考

次年度への繰越金 2,445,790

　　　合　　　　計 2,445,790

　　上記のとおり、令和５年度ＰＴＡ特別会計２の決算報告をいたします。
令和6年3月23日

　　　　　　　　　会　　計　　　中根　美保   ㊞　　   林　　尚子 ㊞

　　会計監査を行いました結果、収入・支出とも正確に記入され、適切に処理されて

　　いることを認めます。

令和6年3月23日 　　

　　　　　　　　　会計監査　　　笠原　教花　 ㊞　 　　鈴木　由佳㊞

　　　　　　　　      －５－

第２号議案



月 日 曜日

４ 木 令和６年度入学式

１３ 土 第１回役員部⾧会（年間５回）

２０ 土 令和６年度父母教師会総会（紙面開催）

９ 木 ＊岡崎市ＰＴＡ連絡協議会総会

１８ 土  運動会

２５ 土   第１回資源回収（２年生・４年生・６年生保護者、６年１組児童）

＊矢作ブロックＰＴＡ連絡協議会

１１ 火 ＊愛知県小中学校ＰＴＡ連絡協議会総会

１５ 土 第２回役員部⾧会

＊矢作ブロック父母の会連絡協議会懇親会

５ 金 ＊ＰＴＡ交流会

盆踊り練習

ＰＴＡ新聞 『やにし』 発行 （第２５１号）【ＨＰ掲載】

＊父母と教師のつどい

盆踊り練習

学区夏祭り

７ 土 学区敬老会

〃 〃 推薦委員会

１４ 土 第３回役員部⾧会

１８ 水 ＊人権教育指導者研修会

〃 〃 ＊父母と教師の教育を語る会「教育講演会」

第４号議案

５

６

８

９

７

＊ 関係団体事業など（詳細未定）

事 業 計 画 （案）
令和６年度

事  業  内  容

４
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月 日 日

１７ 木 第６１回造形おかざきっ子展 作品搬入（または１８日）

１９ 土 第６１回造形おかざきっ子展（１０月１９日・２０日）

２１ 月 第６１回造形おかざきっ子展 作品搬出

２５ 金 ＊東海北陸ブロック研究大会 愛知大会（１０月２５日・２６日）

７ 木  就学時健康診断

１３ 水 ＊ＰＴＡ研修会

２８ 木 マラソン大会

９ 月 第２回資源回収（１２月９日～１１日）【校内リサイクル活動】

ＰＴＡ新聞 『やにし』 発行 （第２５２号）【ＨＰ掲載】

１４ 土 第４回役員部⾧会

１ ２５ 土 ＰＴＡ委員顔合わせ会

１ 土 第５回役員部⾧会

〃 〃 ＰＴＡ新・旧委員会

２２ 土 ＊岡崎市ＰＴＡ連絡協議会会⾧会議

〃 〃 社教スポーツ大会

８ 土 第３回資源回収（１年生・３年生・５年生保護者、６年２組児童）

〃 〃 ＰＴＡ反省会

ＰＴＡ新聞 『やにし』 発行 （第２５３号）【ＨＰ掲載】

１９ 水 第７８回卒業式

２２ 土 会計監査

１２

２

３

第４号議案

事  業  内  容

１０

１１
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　　　　　　　令和６年度　　　一般会計予算案　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 １　収入の部
項　　　　目 予　算　額 備　　　考

前年度繰越金 1,144,793
会費（保護者・職員分） 1,116,000 4,500×224＝1,008,000　4,500×24＝108,000

総代会補助 180,000
その他 65,000 交通費補助（市小中体連、岡崎のハーモニー）等

利　　　息 16
合　　　計 2,505,809

２　支出の部
項　　　　目 予　算　額 備　　　考

運　　営 365,000
・会議費 100,000 役員会・委員会運営費

・旅費 20,000 研修会参加等

・渉外費 50,000 講師謝礼

・慶弔費 50,000 転退職員花束代、香典、供花等

・需用費 70,000 事務用品等

・負担費 75,000 市・ブロックＰＴＡ・PTA賠償責任保険

活　　動 40,000
・部費 20,000 各部運営費

・研修費 20,000 会員研修会参加費

助　　成 985,000
・教育活動奨励費 300,000 教育活動費・部活動諸費

・学校行事補助費 500,000 各種学校行事

・研究助成費 35,000 現職研修費

・環境整備費 150,000 植栽補助・環境整備

諸　　費 10,000
そ　の　他 0

次年度繰越金 1,105,809
合　　　計 2,505,809

－10－

第５号議案



名称及び事務所

第１条 本会は矢作西小学校父母教師会（略称 矢西ＰＴＡ）と称し、事務所は同校内
    に置く。

目的及び事業

第２条 本会は、児童の健全な育成に努めるとともに、会員相互の教養の向上と親睦を
図ることを目的とする。

第３条 本会は第２条の目的を達成するため、次の事業を行う。
１．本校児童の教育振興に関する事業
２．会員の教育向上、並びに親睦に関する事業
３．教育環境の整備、充実に関する事業
４．その他、本会の目的達成に必要と認められた事業

第３章 組織及び機関

第４条 本会は矢作西小学校に在籍する児童の父母、またはこれに代わる者、並びに本
校の職員をもって組織する。ただし、本学区に在住し、本会の趣旨に賛同し、
入会を認められた者は会員となることができる。

第５条 本会に次の機関を置く。
１．総会
２．役員会
３．委員会
４．専門部会

第６条 総会は最高の決議機関で、年１回以上開催し、会⾧がこれを召集する。
また、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
ただし、総会は時流の変化を鑑みて、対面開催ではなく書面開催（書面表決書
による議決）を基本とする。なお、緊急時は必要に応じて会⾧が対面開催を行
うことが出来る。

第７条 総会の定数は書面表決書の総数（総会員数）とし、議決は書面表決書の過半数
の同意を必要とする。

第８条 総会は次の事項を協議する。
１．規約の審議決定、並びに改廃
２．予算・決算の承認
３．事業の大網についての協議
４．役員の承認
５．その他

第９条 総会の議⾧は役員の中から選出する。

岡崎市立矢作西小学校父母教師会会則
第１章

第２章

第６号議案
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第10条 役員会は役員をもって構成し、常に会の中枢事項について協議し、その処理に
当る。会⾧はこれを召集するが、必要に応じて他の委員の参加を求めることが
できる。

第11条 委員会は学年委員をもって構成し、総会に次ぐ決議機関で、必要に応じて会⾧
はこれを召集する。

第12条 専門部会は学年委員をもって構成し、専門事項について企画並びに協議推進を
図る。

第４章 役員

第13条 本会に次の役員を置く。
１．会⾧  
２．会⾧補佐
３．副会⾧ （保護者１、教師１）
４．書記 （保護者１、教師１）
５．会計 （保護者１、教師１）
６．会計監査 （保護者１、教師１）
７．庶務

第14条 会⾧は前年度の会⾧補佐が昇格し、総会の承認を得る。ただし、前年度の会⾧
補佐に特別の事情がある場合には、役員選出規定に基づき改めて、会⾧を選出
する。

第15条 役員の任期は１か年とする。ただし、再任をさまたげない。

第16条 役員は役員選出規定に基づき選出し、総会において承認を得ることとする。
ただし、会⾧、会⾧補佐、副会⾧を推薦委員会で推挙することもできる。
推薦委員会のメンバーは、現会⾧を含む３代の会⾧（前会⾧、前々会⾧）と副
会⾧（前副会⾧、前々副会⾧）と現役員で組織する。
推薦委員会が推挙した場合には、役員選出規定に基づく選出は不要とする。
なお、推薦委員会が推挙した場合でも、総会の承認を必要とする。

第17条 役員の任務は次の通りとする。
１．会⾧は本会を代表し、会務を総轄する。
２．会⾧補佐は会⾧を補佐し、事故のあるときは、その職務を代行する。
３．副会⾧は本会の総務を司る。
４．書記は本会の事務を司る。
５．会計は本会の会計を司る。
６．会計監査は本会の会計を監査する。
７．庶務は本会の庶務と研修を司る。

第６号議案

２名
２名
２名

１名
１名
２名
２名
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第５章 委員

第18条 本会に委員を置く。委員は学年委員により構成する。

第19条 学年委員は学年ごとに児童１０名当たり１名選出する。

第20条 委員の任期は１か年とする。ただし、再任をさまたげない。

第21条 委員は会⾧の委嘱により専門部会を組織する。
役員等選出委員会にて部⾧、専門部会にて副部⾧を選出する。
本会の部会は次の４部で組織する。
ただし、必要に応じ特別部会を設けることができる。
１．企画保体部  学校(児童の体育)・地域行事の企画運営に関する事項
２．生活安全部  児童の学校内外の生活・安全に関する事項 
３．環境美化部  学校・地域の資源の有効利用・意識向上に関する事項
４．広 報 部  児童・会員の教育・行事・活動内容の発信に関する事項

第22条 各専門部会は、随時専門事項について協議し、これを推進する。

第６章 会計

第23条 本会の経費は会費並びに事業収入、寄付金等をもって、これに当てる。

第24条 本会の会費は月額一世帯当たり３７５円とし、１年一括集金とする。
ただし、転出・転入時は月割をし、返金・集金をする。

第25条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。

第７章 顧問

第26条 本会に顧問（若干名）を置くことができる。顧問は会⾧が委嘱する。 

第８章 会則の改正、その他

第27条 本会の会則の改正は、総会の決議を要する。

第28条 本会則に定めるもののほか、別の細則・内規を設けることができる。

第６号議案
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昭和５４年４月２７日 部分改正
平成 元年４月２７日 部分改正
平成 ２年４月２８日 部分改正
平成 ４年４月２５日 部分改正
平成 ８年４月２０日 部分改正
平成１２年４月１５日 部分改正
平成１８年４月１５日 部分改正
平成２０年４月１９日 部分改正
平成２１年４月２５日 部分改正
平成２３年４月２３日 部分改正
平成２５年４月２０日 部分改正
平成２６年４月２０日 部分改正
平成３０年４月１４日 部分改正
平成３１年４月１３日 部分改正
令和 ２年４月１８日 部分改正
令和 ４年４月１６日 部分改正
令和 ５年４月２２日 部分改正
令和 ６年４月２１日 部分改正

第６号議案
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昭和６２年１月１日実施 平成 ７年度一部改正
平成 ９年度改正 平成１０年度一部改正
平成１２年度一部改正 平成１７年度一部改正
平成２１年度一部改正

項   目 備   考
香料 １０，０００円 （会葬）Ｐ⾧・Ｐ役員・学年委員

生花 学校と共同で一対 学級委員

供物（籠盛） 一個 （弔問）Ｐ⾧・学級委員

香料 １０，０００円 （会葬）Ｐ⾧・Ｐ役員・学年委員

生花 学校と共同で一対
供物（籠盛） 学校と共同で一個 （弔問）Ｐ⾧

香料 ３０，０００円 （会葬）Ｐ⾧・Ｐ役員・学年委員

生花 父母教師会で一対 学級委員

供物（籠盛） 一個 （弔問）Ｐ⾧・Ｐ役員
＊ＰＴＡ役員死亡の場合は
 弔辞を用意する。

１.配偶者の場合
香料 １０，０００円 （会葬）Ｐ⾧・Ｐ役員・学年委員

生花 学校と共同で一対 学級委員

供物（籠盛） 学校と共同で一個 （弔問）Ｐ⾧・Ｐ役員

２.父母・子女の場合
香料 １０，０００円 （会葬）Ｐ⾧・Ｐ役員

生花 学校と共同で一対
供物（籠盛） 学校と共同で一個 （弔問）Ｐ役員代表

＊同居の義父母含む。
１.疾病（入院加療） ＊直接関係者以外は、物品の

１ヶ月 ５，０００円 返礼は受けない。直接とは、

以降１回のみ ３，０００円 個人的に見舞いなどした場合。

２.不慮の災害等 ＊職員・Ｐ役員・委員は、１ヶ月

その時点で協議 以上で５，０００円

職員の転退任 ３，０００円程度の花束・鉢花 矢西小独自でＨ21年度から変更

職員の結婚・出産 なし

※ 香典返しは、当日の会葬者のみとする。
※ 必要に応じ協議し会⾧が承認する。ＰＴＡ一般会計より支出する。
※ 本規定以外の慶弔については、その都度必要に応じて協議する。
※ 上記以外の儀礼的慶弔・見舞いは一般会員も自粛する。

見舞い

（児童生徒のみ対象）

学校職員

ＰＴＡ役員の死亡

岡崎市立矢作西小学校 父母教師会慶弔規定
（矢作地区に準ずる）

児童生徒の死亡

内   容

児童生徒の父母死亡

職員家族の死亡
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岡崎市立矢作西小学校父母教師会会則（以下、会則という。）
第１４条及び第１６条に規定する
役員の選出につき、以下のとおり規定する。

第１条 （会⾧の選出）
会⾧は、前年度の会⾧補佐が昇格する。

２ 前年度の会⾧補佐とその配偶者が、会⾧補佐又は学年委員として岡崎市立矢作西小学校
父母教師会（以下、ＰＴＡという。）の活動に関与した期間があわせて２年となるとき
は、会則第１４条ただし書きの特別の事情があると推定する。

３ 前年度の会⾧補佐に会則第１４条ただし書きの特別な事情のあるとき（前項を含む。）
は、来年度新６年生児童の保護者で、今までにＰＴＡ学年委員を２回以上経験していな
い保護者（以下、会⾧選出対象者という。）による会⾧選出会を、現会⾧が招集し開催
する。

４ 会⾧選出対象者のうち、特別な配慮を要する保護者については現役員（教師も含む。）
の協議により、会⾧選出対象者から除くことができる。

５ 会⾧選出会において、指名、推薦、抽選、その他会⾧の選出方法として提示があった方
法の中から出席者（委任状による出席者を含む。）の多数決により選出方法を決する。

６ 前項の選出方法に従い、会⾧選出対象者（第４項により除かれた保護者は含まない。）
の中から会⾧を選出する。

第２条 （会⾧補佐の選出）
会⾧補佐は、来年度新５年生児童の保護者の中から立候補者を募る。

２ 前項の立候補者が複数いる場合には、立候補者の協議により１名を選出する。
３ 第１項の立候補者がいない場合には、来年度新５年生児童の保護者で、今までにＰＴＡ

学年委員を２回以上経験していない保護者（以下、会⾧補佐選出対象者という。）によ
る。会⾧補佐選出会を、現会⾧が招集し開催する。

４ 会⾧補佐選出会については、前条第４項から第６項までを準用し、「会⾧」を「会⾧補
佐」と読み替えて適用する。

第３条 （役員等の選出）
副会⾧、書記、会計、会計監査、庶務（以下、役員等という。）は、学年委員の中から
選出する。

２ ＰＴＡ選出アンケート回収後、開催される委員会（以下、役員等選出委員会という）に
おいて、役員等を選出する。

３ 役員等の選出は、役員等選出委員会における立候補を原則とする。

岡崎市立矢作西小学校 父母教師会役員選出規定

第６号議案
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４ 前項の立候補者がいない場合には、ＰＴＡ選出アンケートを基に指名、推薦、抽選等の
手法を用いて、役員等を選出する。

第４条 （推薦委員会）
会⾧、会⾧補佐及び副会⾧については、前３条の規定にかかわらず、推薦委員会でそれ
ぞれ推挙することができる。

２ 推薦委員会は、前３条の規定に従い、会⾧、会⾧補佐、副会⾧が選出される前までに、
推挙する被推薦者の同意を得て、現会⾧に申し出なければならない。

３ 前項の申し出があった場合には、その役職については選出を要しない。
４ 被推薦者の同意が得られない場合には推挙は無効とし、前３条による選出を要する。

第６号議案
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学年 組 担　任 男子 女子 合計 実家庭

１組 瀧澤　琴美
タ キ ザ ワ コ ト ミ

12 7 19 9

２組 井上　 翼
イ ノ ウ エ ツ バ サ

11 7 18 8

１組 大野　洋司
オ オ ノ ヨ ウ ジ

11 13 24 13

２組 藤柳　惇也
フ ジ ヤ ナ ギ ジ ュ ン ヤ

11 14 25 15

１組 稲垣
イ ナ ガ キ

　理美
サ ト ミ

13 11 24 15

２組 豊田
ト　　ヨ　　ダ　　　　　　　シ　　ホ

　志帆 13 10 23 18

１組 鹿島　稜平
カ シ マ リ ョ ウ ヘ イ

11 13 24 23

２組 兼子　美和
カ ネ コ ミ ワ

10 13 23 18

１組 萩原　光彦
ハ ギ ワ ラ ミ ツ ヒ コ

13 13 26 25

２組 平松　朋音
ヒ ラ マ ツ ト モ ネ

12 13 25 24

１組 神谷
カ ミ ヤ

　孝志
タ カ シ

10 14 24 24

２組 斎藤　真彦
サ イ ト ウ マ サ ヒ コ

10 14 24 24

杉浦矢江己
ス ギ ウ ラ ヤ エ ミ

3 1 4 3

阿部　素子
ア ベ モ ト コ

4 2 6 3

合原
ゴ ウ ハ ラ

　靖
ヤスシ

5 0 5 5

149 145 294 227

男子 女子 合計 実家庭

23 14 37 17

22 27 49 28

26 21 47 33

21 26 47 41

25 26 51 49

20 28 48 48

12 3 15 11

149 145 294 227

合計

５年

学　年

５組

１年

２年

３年

４年

６年

３組

４組

４月１日現在

令和6年度

学　級　編　成

児童　総数

４　年

５　年

６　年

１　年

２　年

特別支援

３　年
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～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

14：35～14：45

第６時

帰りの会

第３時

第４時

給食・歯みがき

第５時

第６時

帰りの会

帰りの会

15:40～

月曜日

休み時間

清　掃

14：45～15：30
委員会
クラブ

下校

14：25～14：35

英語タイム・総合学習

準備 15：20～15：30

15：30～15：40

木曜日

下校・部活動

火・水・金曜日

下校
部活動

15：40～

帰りの会

移動

一斉下校 移動

14：35～15：2014：25～14：35

14：35～14：45

14:45～

矢作西小学校　日課表

朝の会

第１時

第２時

休み時間

矢西っ子タイム
（読み聞かせ）

片付け・清掃準備

１９



日時 当番保護者 手伝い児童

 ５月２５日（土）

予備日２６日（日）

３月８日（土）

予備日９日（日）

ＰＴＡ活動として、年３回の資源回収を実施しています。

２日とも雨の場合は、中止になります。（中止の場合、矢西小メールでお知らせいたします。）

開始時間は、午前８時からです。
■ 西本郷町・・・・・矢作西保育園駐車場

■ 宇頭町 ・・・・・小学校運動場（前日雨天の場合、西駐車場になることもあります。）

✿ 資源回収の趣旨 ✿

（１）児童の学習の一環として資源ごみの分別を学び、資源リサイクル 活動に取り組む。 

（２）各家庭で、親子でいっしょに働く体験をする。

（３）回収の収益金は、子どもたちの学習環境充実のために活用する。

上記の趣旨をご理解いただき、本年度も多くの皆様のご協力をお願いいたします。

６年２組

資源回収当番表（予定）
令和６年度

第１回

第２回

第３回

６年１組２・４・６年生

１・３・５年生

１２月９日（月）

～１１日（水）

校内リサイクル活動

（児童・保護者による持ち込み）
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１． 宇頭台地の 空は青い
胸にいっぱい ひかりを吸おう
のびのびと きょうを一日
学び鍛える われら
われら 矢作西小学校

２． 花も小鳥も みんな仲間
いつもやさしい こころをもとう
ほがらかに 清く明るく
笑顔寄せ合う われら
われら 矢作西小学校

３． 矢作平野の 風に歌い
遠いあの峰 あおいでみよう
美しい あすを求めて
励み続ける われら
われら 矢作西小学校

♪ 矢作西小学校 校歌 ♪


